
令和６年 9 月 27 日 

国土交通省関東地方整備局 

荒川下流河川事務所 

荒川河川敷でマナーアップキャンペーン２０２４を実施します 

～譲り合いの心を忘れずに！ #ゆったり荒川～ 

荒川下流部の河川敷は、普段から歩行者やランナー、自転車利用者など多くの方が利用して

います。 

荒川下流河川事務所は、沿川自治体、警察及び一般社団法人グッド･チャリズム宣言プロジ

ェクト等とともに、誰もが安全で快適に荒川下流部の河川敷を利用することができるように策

定した「荒川下流河川敷利用ルール」の周知、啓発を行う「マナーアップキャンペーン」を実

施します。 

○ 日時：令和６年９月２８日から１２月１日までの土曜日･日曜日（別紙参照）

〇 場所：北区「岩淵水門」（荒川右岸 20.4k）外２市６区各場所（別紙参照） 

〇 参加団体：沿川自治体、所轄警察署等（別紙参照） 

○ 「荒川下流河川敷利用ルール」とは、誰もが安全で快適に荒川下流部の河川敷を利用するこ

とができるように、荒川下流河川敷利用ルール検討部会において沿川自治体等と協働で策定

し、運用しているものです。詳細につきましては「荒川下流河川敷利用ルール」で検索してく

ださい。 

https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00138.html

○ 「マナーアップキャンペーン」は、沿川自治体及び所轄警察署等とともに「荒川下流河川敷

利用ルール」の周知、啓発活動（チラシ配布）を行うものです。 

○ 当日、取材を希望される報道機関の方は、電話若しくはメールにて事前登録をお願いします。 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 都庁記者クラブ 神奈川建設記者会 

川口市記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 

電話：０３－３９０２－２３１１（代表） メールアドレス：ktr-arage-sentyou@gxb.mlit.go.jp 

副所長      渡辺 （内線：２０５） 

占用調整課 課長 柏木 （内線：３４１） 






























